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対
照
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○
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則 

 

新 

旧 
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則 

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

規
則
第
三
十
七
号

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

規
則
第
三
十
七
号

 
 

（
自
動
車
税
課
税
免
除
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

（
自
動
車
税
課
税
免
除
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
一
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
一
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
（
以
下
「
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
」
と
い
う
。
）

が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
同
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
（
以

下
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
の
写
し 

二 

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
私
立
学
校
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
行
為
の

写
し
又
は
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

二 

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
私
立
学
校
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
行
為
の

写
し
又
は
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

 
 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
六
条
の
三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

当
該
自
動
車
が
救
急
自
動
車
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 
ロ 

当
該
自
動
車
が
救
急
自
動
車
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 



 

新 

旧 

(

１)
 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証

明
し
た
書
類 

(

１)
 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証

明
し
た
書
類 

(
２)

 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

(

２)
 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
号
イ(

１)

又
は(

２)

に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
号
イ(

１)

又
は(

２)

に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で

専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
の
要
件
に
該

当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町

村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で

専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
の
要
件
に
該

当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町

村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た

書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

五 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境
性

能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 
五 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境
性

能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 
イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
証
す
る
書
類 

ロ 
構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
証
す
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

追
加
〔
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
〕 

追
加
〔
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
〕 

 
 

（
条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 



 

新 

旧 
第
五
十
八
条 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
八
条 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る
書

類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

一 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

二 

災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
が
証
明
し
た
書
類 

二 

災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
が
証
明
し
た
書
類 

三 

自
動
車
の
被
害
の
状
況
を
示
す
写
真
（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
識
別
で
き
る
も
の
に
限

る
。
） 

三 

自
動
車
の
被
害
の
状
況
を
示
す
写
真
（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
識
別
で
き
る
も
の
に
限

る
。
） 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
が
再
び
運
行
の
用
に
供
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
行
の
用
に
供

さ
れ
た
日
を
証
す
る
書
類 

イ 

自
動
車
が
再
び
運
行
の
用
に
供
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
行
の
用
に
供

さ
れ
た
日
を
証
す
る
書
類 

ロ 

自
動
車
の
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類 

ロ 

自
動
車
の
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車

検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 
イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
指
定
書
の
写
し 

ロ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
指
定
書
の
写
し 

ハ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
千
葉
県
公
安
委
員
会
に
提
出

し
た
備
付
け
自
動
車
一
覧
表
（
同
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
の
写
し 

ハ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
千
葉
県
公
安
委
員
会
に
提
出

し
た
備
付
け
自
動
車
一
覧
表
（
同
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
の
写
し 

ニ 

自
動
車
の
前
面
、
側
面
及
び
後
面
を
撮
影
し
た
写
真 

ニ 

自
動
車
の
前
面
、
側
面
及
び
後
面
を
撮
影
し
た
写
真 



 

新 

旧 
五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
規
約
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
又
は
登

記
事
項
証
明
書 

ロ 

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
規
約
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
又
は
登

記
事
項
証
明
書 

ハ 

最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

ハ 

最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

ニ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
最
終
の
収
支
計
算
書
及
び
収
支
予

算
書 

ニ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
最
終
の
収
支
計
算
書
及
び
収
支
予

算
書 

ホ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

 
 

（
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

（
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

第
六
十
七
条 

自
動
車
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
七
条 

自
動
車
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

自
動
車
税
課
税
免
除
等
届

出
書 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
及
び

第
四
項 
別
記
第
百
一
号

様
式 

 
 

一 

自
動
車
税
課
税
免
除
等
届

出
書 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
及
び

第
四
項 

別
記
第
百
一
号

様
式 

 

 

二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）

修
正
申
告
書 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項 
別
記
第
百
一
号

様
式
の
二 

 
 

二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）

修
正
申
告
書 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
二 

 

 

三 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
収

納
印
の
印
影 

第
五
十
二
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
三 

 
 

三 

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
収

納
印
の
印
影 

第
五
十
二
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
三 

 

 

四 

始
動
票
札 

第
五
十
二
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
四 

 
 

四 

始
動
票
札 

第
五
十
二
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
四 

 

 

五 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
（
取
扱
所
設
置
・
取
扱

所
変
更
）
申
請
書 

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
五 

 
 

五 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
（
取
扱
所
設
置
・
取
扱

所
変
更
）
申
請
書 

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
五 

 

 

六 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
事
項
変
更
等
届
出
書 

第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
六 

 
 

六 
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人

指
定
事
項
変
更
等
届
出
書 

第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
六 

 

 

七 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
購
入
申
請
書 

第
五
十
四
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
七 

 
 

七 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
購
入
申
請
書 

第
五
十
四
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
七 

 

 

八 

証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用

第
五
十
四
条
第
七
項 

別
記
第
百
一
号

 
 

八 

証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用

第
五
十
四
条
第
七
項 

別
記
第
百
一
号

 



 

新 

旧 

状
況
報
告
書 

様
式
の
八 

状
況
報
告
書 

様
式
の
八 

 
九 
自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
返
還
（
交
換
）
申
請
書 

第
五
十
五
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
九 

 
 

九 

自
動
車
税
証
紙
・
始
動
票

札
返
還
（
交
換
）
申
請
書 

第
五
十
五
条
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
九 

 

 

十 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）

免
除
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十 

 
 

十 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）

免
除
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十 

 

 

十
一 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
譲
渡
担
保
財
産
取
得
申

告
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
一 

 
 

十
一 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
譲
渡
担
保
財
産
取
得
申

告
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
一 

 

 

十
二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
徴
収
猶
予
（
徴
収
猶
予

取
消
）
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条

の
三
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
二 

 
 

十
二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
徴
収
猶
予
（
徴
収
猶
予

取
消
）
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条

の
三
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
二 

 

 

十
三 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
還
付
（
免
除
）
申
請
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
三 

 
 

十
三 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
還
付
（
免
除
）
申
請
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
三 

 

 

十
四 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
（
減
免

申
請
棄
却
）
通
知
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
九
条
第

一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
二
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 
 

十
四 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
（
減
免

申
請
棄
却
）
通
知
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
九
条
第

一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
二
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 

 

十
五 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項

及
び
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 
 

十
五 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項

及
び
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 

 

十
六 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
更
正
・
決
定
・
加
算
金

決
定
通
知
書 

法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
、
第

百
七
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百

七
十
二
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
六 

 
 

十
六 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
更
正
・
決
定
・
加
算
金

決
定
通
知
書 

法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
、
第

百
七
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百

七
十
二
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
六 

 

 

十
七 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
二

項 

別
記
第
百
二
号

様
式 

 
 

十
七 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
二

項 

別
記
第
百
二
号

様
式 

 

 

十
八 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 
 

十
八 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 

 

十
九 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 
 

十
九 
所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 

 

二
十 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第

八
十
条
第
五
項
、
第
八
十
一
条

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 
 

二
十 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第

八
十
条
第
五
項
、
第
八
十
一
条

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 



 

新 

旧 

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

 

二
十
一 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
減
免
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
こ
と
の
申
告
書 

条
例
第
八
十
条
第
九
項 

別
記
第
百
十
四

号
様
式 

 
 

二
十
一 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
減
免
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
こ
と
の
申
告
書 

条
例
第
八
十
条
第
八
項 

別
記
第
百
十
四

号
様
式 

 
一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
二
五
年
一
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

一
部
改
正
〔
平
成
二
一
年
規
則
一
六
号
・
二
五
年
一
号
・
三
〇
年
七
三
号
〕 

 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製

し
た
用
紙
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

 



（新） 

第百十四号様式 

 
受付印 

 

 

 年  月  日 住所又は所在地 
（電話    ） 

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称 
及び代表者氏名 

 

自動車税（種別割）の減免に該当しなくなったことの申告書 

千葉県県税条例第80条第９項の規定により、次のとおり申告します。 

自動車登録番号  登 録 年 月 日 年  月  日 

車 台 番 号  

減 免 の 種 類  

減免に該当しな

くなった事由 
 

減免に該当しな
くなった年月日 

年   月   日 

 

（旧） 

第百十四号様式 

 
受付印 

 

 

 年  月  日 住所又は所在地 
（電話    ） 

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称 
及び代表者氏名 

 

自動車税（種別割）の減免に該当しなくなったことの申告書 

千葉県県税条例第80条第８項の規定により、次のとおり申告します。 

自動車登録番号  登 録 年 月 日 年  月  日 

車 台 番 号  

減 免 の 種 類  

減免に該当しな

くなった事由 
 

減免に該当しな
くなった年月日 年   月   日 

 

 


